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外国から我が国に対して送達を依頼する方法としては，次のものがある。

(1) 中央当局送達（送達条約に基づき，法律上権限を有する当局又は裁判所附属吏が，(1) 中央当局送達（送達条約に基づき，法律上権限を有する当局又は裁判所附属吏が， 我が国の中

央当局である外務大臣に対して送達を要請してくるもの）

（例）アメリカ合衆国， フランス共和国，大韓民国中華人民共和国

(2) 指定当局送達（民訴条約に基づき，在日外国大使館が，我が国の指定当局である外務大臣に対

して送達を要請してくるもの）

（例）オーストリア共和国

(3) 管轄裁判所送達（二国間共助取決め又は我が国の応諾に基づき，送達を嘱託する外国の裁判所

が，我が国の裁判所に対して送達を嘱託してくるもの）

（例）ブラジル連邦共和国

送達を要請する
外国の権限ある
当局

在日外国大使館

最高裁判所事務総局民事局長

地 方 裁 判 所
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中央当局

管轄裁判所送達

送達を嘱託する
外国の裁判所



中央当局送達
(送達条約に基づく送達）

(例）アメリカ合衆国， フランス共和国，大韓民国，中華人民共和国
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(概説）

【外国からの要請】

送達条約の締約国の法律上権限を有する当局又は裁判所附属吏から我が国の中央当局である外務

大臣（特例法24条）に対し，送達条約所定の様式に従った要請害により送達の要請がある（送達
条約3条1項） 。

【管轄裁判所への送付】

要請害及び送達すべき文書は，外務省から最高裁判所事務総局民事局長（以下『最高裁民事局

長」という。 ）宛てに送付され，最高裁民事局長から管轄裁判所（送達を行うべき地を管轄する地

方裁判所一特例法25条2項， 3条2項）の長宛てに送付される。

他の地で送達すべきときは，送付を受けた裁判所は，その地を管轄する地方裁判所に移送する
（特例法25条2項， 4条） 。

【送達の実施】

管轄裁判所において，文書の要領（送達条約5条4項）と送達すべき文書を受送達者に送達す
る。

【証明書等の送付】

送達を実施した後，送達結果の証明書を作成し（送達条約6条，特例法27条） ，送達を実施し
た裁判所の長から最高裁民事局長宛てに証明書等の送付を依頼する。

＊送達を行うために要した費用は‘裁判費から支出する。この費用は原則として，要請者に償還請求することはできないが，

執行官送達に要した費用は償還請求することができる（送達条約12条） 。償還請求するときは，証明書等の送付を依頼す

る際に，地方裁判所歳入徴収官作成の要請者あての請求悪及び裁判所書記官作成の要請者あての費用明細書を添付する。

（注） 請求書及び費用明細書は，各受託事件ごとに作成する。

証明書等は，最高裁民事局長から外務省を通じて送達条約の締約国の法律上権限を有する当局又
は裁判所附属吏に送付される。



(地方裁判所における事務処理）

(1)文書の点検

1 ｢REQUEST(要請害） 」 , ｢CERTIFICATE(証明書） 」 ，

「SUJVUvlARY(文書の要領） 」の存否

2 「要請書」記載の受送達者の住所の確認

3 「送達すべき文書」及びその訳文の確認

１
２
３

※
※
※

（2）送達方法の確認※4

（3）送達の実施
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通常の特別送達

での可否

特男|l送達特男'1送達 催告害送付

※7
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※8
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書等提出

交付交特別送達
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※12
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(4)

(5)

(6)

送達報告書等の点検

証明書の作成

費用の償還請求

’
(7)送付害作成（送付鯛



(1)文書の点検

最高裁民事局長から管轄裁判所の長宛てに送付される文書は，①最高裁民事局長から管轄裁判所
の長に宛てた送付書，②送達方法に関する別紙，③外務省領事局長から最高裁民事局長に宛てた送

付書（写し） ，④『REQUEST(要請書） 」 ，⑤「CERTIFICATE(証明書） 」 ，⑥
「SUMMARY(文書の要領） 』及び⑦送達すべき文書である。

これらの文書につき，以下を中心に点検を行う。

※1 「要請書』 ， 「証明書」及び『文書の要領」が添付されていることを確認する。

＊ 「要請書」と「証明書」は最高裁判所の係でホチキス留めをするなどして，一体のものとしている。このホチキス留

めは外さない(送達実施後に最高裁民事局長あてに送付する（(7)参照) 。 ） 。

※2 「要請書」記載の受送達者の住所は， 「要請書」の中央の部分にある「 (Identityand

address) 」に記載されている。

ここに記載されている住所については，住所表示が変更になっている場合もあるので，確認

する。

※3 「送達すべき文書』については，訳文が添付等されているか確認する。

＊訳文添付の有無により，要請と異なる送達方法を実施する場合もあるので,注意を要する（(2)参照) 。

(2)送達方法の確認

ア送達実施の方法としては，受託国（日本）の国内法による方法（送達条約5条1項(a)) ,要

請者の希望する特別の方法（送達条約5条1項(b)) ,任意交付の方法（送達条約5条2項）の

3種類がある。

(ｧ）国内法による方法（いわゆる「a送達」 ）

国内法による方法での送達実施の要請があったときは，我が国の民事訴訟法に従って送達を

行う。原則として，要請害に記載されている宛先を受送達者の住所，営業所等であるとして送

達を行えば足りるが，上記の宛先が明らかに就業場所である場合には，就業場所送達（民事訴

訟法103条2項）を行う （就業場所送達の問題点についてQ&A(受託編)Q1 1参

照） 。

(ｲ）特別の方法（いわゆる「b送達」 ）

特別の方法による送達の要請があったときは，その方法が我が国の国内法秩序に反しない限

り，その方法により送達を行う。要請上は，特別の方法を希望している場合であっても，その

特別の方法が我が国の民事訴訟法上に定められている方法であれば，我が国の民事訴訟法に

従って送達を行えば要請が満たされることになる（(3)の※6参照） 。

(ｳ）任意交付の方法（いわゆる「c送達」 ）

任意交付の方法による送達の要請があったとき，又はa送達の要請があったが，訳文がない

若しくは訳文が不完全の理由でこの方法を選択するときは，裁判所書記官は受送達者に対し，

送達すべき文書を表示してその受領を催告する（特例規則13条， 4条1項，記載例1－3参

照） 。この催告は，普通郵便で行えば足りる。

＊ この催告を実施せずに特別送達をしないように，注意を要する。

催告を受けた者は， 自ら裁判所に出頭し又は代理人を出頭させて文書を受領する（受送達者

本人が出頭する場合は，本人であることを証明できるものを提示させ，代理人を出頭させる場

合には代理権を証明する委任状，登記事項証明書及び印鑑証明書等を提出させる。委任状につ

いては，記載例1－4参照）か，あるいは文書の送付を申し出ることができる（特例規則13

条， 4条2項） 。文書送付の申出があったときは，民事訴訟法に定める郵便による送達の方法

により文書を送付する（特例規則13条， 4条3項） 。

催告を発した日から3週間以内に受送達者が出頭せず，かつ，送付の申出もないときは，受



領が拒絶されたものとして取り扱うことができる（特例規則13条， 4条4項） 。

イ これらのうちいずれの方法によるかは要請書の記載に従うのが原則であるが，我が国は，アの

(7) (a送達）及び(ｲ) (b送達）の方法による送達の要請については， 日本語による訳文の添付

を要求しているので，訳文の添付がない場合又は訳文が不完全な場合は， （ｲ) (b送達）の方法に

よる送達の要請があった場合又はアの(*) (c送達）の方法が抹消されている場合を除き， アの

（ｳ） （c送達）の方法により送達を実施する。

※4要請者が希望している「送達方法」は，受送達者の住所欄の次に記載されている。

(3)送達の実施

管轄裁判所において，文書の要領（送達条約5条4項）と送達すべき文書を受送達者に送達す

る。

＊ 出頭期日が切迫している場合などもあるので，最高裁判所から文書が到達したら，速やかに送達に取りかかるよう注意する。

なお，出頭期日は文書の要領に記載されている。

＊ 「要請番」及び『証明書」を送達すべき文書と一緒に送達せず，担当部にとどめおき，送達手続終了後に送達報告書等（送達

ができた場合）又は送達すぺき文書等（不送達に終わった場合）と一緒に最高裁判所に送付する。一方，文書の要領は，送達

すべき文書とともに送達する。

※5郵便送達報告書の「書類の名称」欄には， 「1 文書の要領， 2召喚状， 3告訴状， 4

2及び3の訳文」等と記載する。

＊訳文を送達した場合，郵便送達報告書の「書類の名称」欄にその旨を記載する。

※6 「特別の方法」として指定される場合，最高裁判所から参考メモの送付があるので，送達方

法に関する別紙の検討の際に参考とする。

※7 c送達の場合は，送達すべき文書を表示してその受領を催告する。

この催告は，普通郵便で行えば足りる。

※8受送達者からの文書の送付の申し出については，送付申出書面を提出してもらう事例が多

い。

※9送付申出書面が提出された場合，普通郵便等ではなく特別送達を実施する。

※10受送達者本人が出頭する場合は，身分が確認できるもの（パスポート，運転免許証等）を

持参させ，本人であることを確認する（パスポート，運転免許証等の写しの添付不要） 。受送

達者の代理人が出頭する場合には代理権を証明する委任状，登記事項証明書及び印鑑証明書等

を提出させる。

(4)送達報告書等の点検

送達が完了した場合は，国内の民事事件と同様に送達報告書等を点検する。

※1 1 不送達の事由としては，転居先不明，宛所尋ねあたらず，部屋番号等の不備，留置期間経

過が考えられるが， （要請者に調査を依頼することができないため）いずれの場合もその結果

をもって不送達の証明書作成の手続に入る庁が多い。

※12交付送達の場合，裁判所書記官名の送達報告書（交付送達）を作成する。

(5)証明書の作成

送達を実施した後，最高裁判所の係から送付を受けた証明書の様式を使用して，各送達結果に応

じた証明書を作成する（送達条約6条，特例法27条。記載例1－2参照） 。証明書は， 日本語で

記入すれば足りる（送達条約7条2項） 。

なお，次のような点に留意する。

（中央当局送達）



･CERTIFICATE (証明書）をREQUEST (要請書）とともに最高裁判所に返送したか。

・証明書は，添付された様式を利用して作成したか（管轄裁判所送達の場合に作成する証明書と

は様式が異なる。 ）

。b送達をした場合，証明書に特別の方法の内容（ 「執行官による送達」等）を記載したか。

・証明書の不要部分を抹消したか（特に， 「費用の償還請求欄」につき注意。 ） 。

・送達が奏功した場合には，証明書の「該当する場合には，要請された交付の実施を証明する文

書」欄に，送達が不奏功である場合には， 「返送される書類」欄に，必要な記載がされているか。

（中央当局送達指定当局送達，管轄裁判所送達共通）

・証明書の作成日は，添付の郵便送達報告書等の受付年月日より後の日付になっているか。

・署名の後に書記官印を押したか。

(6)費用の償還請求

送達を行うために要した費用は，裁判費から支出する。この費用は原則として要請者に償還請求

することはできないが，執行官送達に要した費用は償還請求することができる(送達条約12条)。

償還請求するときは，証明書等の送付を依頼する際に，地方裁判所歳入徴収官作成の要請者宛て

の請求書（記載例1－5参照） と裁判所書記官作成の要請者宛ての費用明細書（記載例1－6参

照）を添付する。

(7)送付書作成（送付依頼）

送達を実施した裁判所の長から最高裁民事局長宛てに証明書等の送付を依頼する

参照） 。

依頼の際に添付すべき文書は次のとおりである。

ア送達ができた場合

（ｱ）証明書(CERTIFICATE)

(記載例1－1

（ｲ）要請書(REQUEST) ((7)の証明書と一体のものとして要請者に返送する。 ）

＊ （ｱ)と(ｲ)は，ホチキス留めするなどして一体のものとされているので，ホチキスをはずさない。

（ｳ）送達報告書

（ｴ）電話聴取書等

（ｵ）任意交付の方法によった場合で催告書を送付した結果，文書の送付を希望する旨の書面が提

出されたときは，文書送付申出書（電話を受けた場合は，電話聴取書）

（力）任意交付の方法によった場合で代理人が受領したときは，委任状，登記事項証明書及び印鑑

証明書等

（ｷ）費用の償還請求をする場合は， (6)の請求書及び費用明細書

イ不送達に終わった場合

（ｱ）証明書(CERTIFICATE)

（ｲ）要請書(REQUEST) ((7)の証明書と一体のものとして要請者に返送する。 ）

（ｳ）送達すべき文書

（ｴ）郵便による送達の場合は，返戻された封筒

（ｵ）任意交付の方法によった場合で催告書を送付したが受け取らなかったときは，文書受領の催

告書写し

（力）費用の償還請求をする場合は， (6)の請求書及び費用明細書



指定当局送達
(民訴条約に基づく送達） ※この方法の依頼はほとんどない。

(例）オーストリア共和国
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(概説）

【外国からの要請】

民訴条約の締約国であって，送達条約に加入していない国の在日外国大使館から我が国の指定当

局である外務大臣（特例法2条）に対し，送達の要請がある。

【管轄裁判所への送付】

中央当局送達の場合と同様（送達を行うべき地を管轄する地方裁判所一特例法3条2項，移送一

特例法4条） 。

【送達の実施】

中央当局送達の場合と同様（民訴条約2条， 3条2項） 。

ただし，訳文には嘱託国の外交官又は領事官の翻訳証明が付される必要があるので（民訴条約3

条3項） ，翻訳証明のない訳文が添付されている場合は，訳文が添付されていない場合と同様に取

り扱う （任意交付の方法による送達（いわゆる「c送達」 ）を実施するd ) ｡

【証明書等の送付】

中央当局送達の場合と同様（記載例Ⅱ－1参照。ただし，証明書用紙は各自で用意する（民訴条

約5条1項，特例法7条．記載例Ⅱ－2参照） 。また，要請書(REQUEST)はない。 ） 。証

明書は， 日本語で作成すれば足りる。

＊ 蟹用の償還請求（民訴条約7条2項）も‘中央当局送達の場合と同様（ただし‘侭還請求先は嘱託国）

は.証明書等の送付を依頼する際に,嘱託国の在日外国大使館宛ての納入告知書（記載例Ⅲ－3）

成の嘱託当局宛ての費用明細書（記載例Ⅲ－4） を添付する。

償還請求するとき

と裁判所書記官作

（注） 納入告知書及び費用明細醤は，各受託事件ごとに作成する。納入告知藩については‘嘱託国の在日大使館に直接送

付することのないよう特に注意する。

証明書等は，最高裁民事局長から外務省，在日外国大使館を通じて送達を要請する権限のある当

局に送付される。



(地方裁判所における事務処理） （略）

管轄裁判所送達
(二国間共助取決め又は我が国の応諾に基づく送達）
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送遼を嘱託さ~る外鵡の段判所
7－

1

ざ ：フ
、、 ,
、 J・

タ

ｲｬ鯏外猟人純難
ｒ
：
：
，
、

Ｆ
↑
４
－

含
凹鶴

外拷劣

I :
b 争 合

、 ノ
、 ，｡．

〆、
／ 、

銭謝裁判斯繋鰐総競民半憾展
I

ノー、

え ，、
／

地方裁判所
，詩

今試′送溌報涛畜蝿よf送還史書送達やう
、､／、

(概説）

※基本的な注意事項については「中央当局送達」参照

【外国からの嘱託】

在日外国大使館から我が国の外務省に対し，我が国の裁判所宛ての嘱託書及び送達すべき文書が

送付される。

【管轄裁判所への送付】

中央当局送達の場合と同様（送達を行うべき地を管轄する地方裁判所一共助法1条2項，移送一

共助法2条） 。

【送達の実施】

管轄裁判所は，我が国の民事訴訟法に従って送達を行う （共助法3条） 。

【証明書等の送付】

中央当局送達の場合と同様。ただし，証明書用紙は各自で用意する。

＊送達を行うために要した費用は，裁判蟹から支出し，嘱託国に請求する（共助法1条の2第1項5号） 。この請求は，証明

書等の送付を依頼する際に，嘱託国の在日外国大使館あての納入告知書及び裁判所書記官作成の嘱託裁判所あての愛用明細

書を添付する。

証明書等は，最高裁民事局長から外務省，在日外国大使館を通じて送達を嘱託する外国の裁判所

に送付される。



(地方裁判所における事務処理）

(1)文書の貞検

’
(2)送達の実施

特別送達

送達送達完了 不 ※5

(3)送達報告書等の点検

(4)証明書の作成

’
(5)費用の慣逗請求

６
７
※
※

’
(6)送付書作成（送付依剰

(1)文書の点検

最高裁民事局長から管轄裁判所の長宛てに送付される文書は，①最高裁民事局長から管轄裁判所

の長に宛てた送付書，②外務省領事局長から最高裁民事局長に宛てた送付書（写し） ，③口上書，

④嘱託書及びその訳文、⑤送達すべき文書及びその訳文である。

これらの文書につき， 以下を中心に点検を行う。

※1 「嘱託書」及びその訳文が添付されていることを確認する。

※2 「嘱託書」に記載されている住所については，住所表示が変更になっている場合もあるので

確認する。

※3 「送達すべき文書」に訳文が添付等されているか確認する。

※4嘱託書及び送達すべき文書には， 日本語による訳文が添付されている（共助法1条の2第1

項4号） 。管轄裁判所送達については，訳文の添付が必要なので，訳文が欠けている場合は送

達手続に入らず，最高裁判所に返送する手続をする。

(2)送達の実施

管轄裁判所は，我が国の民事訴訟法に従って送達を行う （共助法3条） 。

原則として，嘱託書に記載されている宛先を受送達者の住所，営業所等であるとして送達を行え

ば足りるが，上記の宛先が明らかに就業場所である場合には，就業場所送達（民事訴訟法103条

2項）を行う （就業場所送達の問題点についてQ&A(受託編)Q1 1参照） 。

＊特別送達をする際，嘱託書まで送付しないよう注意する。

(3)送達報告書等の点検

1 嘱託書 ※1
2嘱託書記載の受送達者の確認※2
3送達すべき文書の訳文※3 ， ※4

納入告知書

費用明細書



送達が完了した場合は，国内の民事事件と同様に送達報告書等を点検する。

※5不送達の事由としては，転居先不明，宛所尋ねあたらず，部屋番号等の不備，留置期間経過

などが考えられるが， （要請者に調査を依頼することができないため）いずれの場合もその結

果をもって不送達の証明書作成の手続に入る庁が多い。

(4)証明書の作成

送達を実施した後，送達の結果の証明書を作成する。この場合の証明書用紙は嘱託国から送付さ

れていないので，各自で用意したものを使用する（記載例Ⅲ－2参照） 。証明書は， 日本語で作成

すれば足りる。

(5)費用の償還請求

送達を行うために要した費用は，裁判費から支出し，嘱託国に請求する（共助法1条の2第1項

5号） 。この請求は，証明書等の送付を依頼する際に，嘱託国の在日外国大使館宛ての納入告知書

（記載例Ⅲ－3参照）と裁判所書記官作成の嘱託裁判所宛ての費用明細書（記載例Ⅲ－4参照）を

添付する。

※6納入告知書及び費用明細書は，各受託事件ごとに作成する。

＊納入告知書の各記載に誤りがないか特に留意する。

※7 「費用明細書」は裁判所書記官が作成し， 出納係で作成した「納入告知書」を封筒に入れ添

付する。

＊最高裁判所の係が確認するので，納入告知書を入れた封筒はのりづけしない。

＊納入告知書については．嘱託国の在日大使館に直接送付することのないよう特に注意する。

(6)送付書作成（送付依頼）

送達を実施した裁判所の長から最高裁民事局長宛て証明書等の送付を依頼する（記載例Ⅲ－1参

照） 。

＊ 嘱託国から地方裁判所に宛てた嘱託雷は地方裁判所で保存する。

依頼の際に添付すべき文書は，次のとおりである。

ア送達ができた場合

（ｱ）証明書

（ｲ）送達報告書

（ｳ）電話聴取書等

（ｴ） (5)の納入告知書及び費用明細書

イ不送達に終わった場合

（ｱ）証明書

（ｲ）送達すべき文書

（ｳ）郵便による送達の場合は，返戻された封筒

（ｴ） (5)の納入告知書及び費用明細書


